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一
、
修
母
致
子
説 

  

後
漢
期
で
は
、
漢
朝
の
徳
を
火
と
考
え
る
説
が
光
武
帝
に
よ
っ
て
支
持
・
顕
彰
さ
れ
、

大
い
に
流
行
し
た(

1)

。
特
に
讖
緯
は
、
劉
氏
が
堯
の
後
裔
で
あ
り
（
堯
後
）
、
堯
と
同

じ
く
火
徳
を
有
す
る
こ
と
（
火
徳
）
に
関
し
て
、
様
々
な
瑞
祥
を
並
べ
立
て
て
、
漢
朝
の

正
統
性
を
強
力
に
裏
付
け
た
。
更
に
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
孔
子
が
赤
徳
（
火
徳
）
の
王

朝
で
あ
る
漢
の
制
度
と
し
て
聖
典
『
春
秋
』
を
制
作
し
た
（
孔
為
赤
制
）
と
い
う
説
を
も

唱
え
た
。 

孔
為
赤
制
説
は
、
聖
人
孔
子
の
権
威
に
よ
っ
て
漢
家
の
天
下
を
裏
付
け
、
漢
王
朝
が
他

の
王
朝
と
一
線
を
画
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
『
春
秋
』
を
始
め
と

す
る
儒
教
経
典
が
行
わ
れ
続
け
る
限
り
漢
朝
が
存
続
す
る
、
と
い
う
普
遍
性
を
唱
え
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
火
徳
・
堯
後
を
補
完
す
る
働
き
を
有
す
る(

2)

。
こ
の
説
に
先
立
っ

て
、
『
春
秋
公
羊
伝
』
で
は
孔
子
が
後
世
の
聖
王
の
た
め
に
『
春
秋
』
を
制
作
し
た
と
述

べ(

3)

、
ま
た
、『
春
秋
繁
露
』
で
は
『
春
秋
』
制
作
を
受
命
改
制
と
見
な
す(

4)

。
こ

う
し
た
公
羊
説
の
孔
子
素
王
説
の
構
図
を
継
承
し
つ
つ
、
火
徳
漢
朝
の
正
統
論
に
変
化
さ

せ
た
の
が
孔
為
赤
制
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
讖
緯
が
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
い
っ
た
讖
緯
説
が
も
て
は
や
さ
れ
る
中
で
、
賈
逵
は
『
左
伝
』
の
明
文
の
み
に
よ

っ
て
漢
の
堯
後
・
火
徳
を
証
明
、
つ
ま
り
讖
緯
の
主
張
と
同
じ
こ
と
を
証
明
で
き
る
こ
と

を
示
し
た
。
更
に
、
立
説
者
は
不
明
な
が
ら
、
や
は
り
『
左
伝
』
の
明
文
に
よ
っ
て
、「
修

母
致
子
」（
五
行
の
「
火
」
に
当
た
る
徳
が
修
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
瑞
祥
と
し
て
「
火
」

の
子
に
当
た
る
「
土
」
の
属
性
を
持
つ
も
の
が
出
現
す
る
）
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ
た
。

筆
者
は
こ
の
修
母
致
子
説
を
、
左
伝
学
者
が
孔
為
赤
制
を
証
明
す
る
た
め
に
、
様
々
な
五

行
説
を
組
み
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
た
主
張
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
左
氏
学
独
自
の
論
理
・

明
証
に
よ
っ
て
孔
為
赤
制
を
示
す
こ
と
で
、
讖
緯
や
そ
れ
を
利
用
す
る
公
羊
学
に
対
抗
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

以
下
、
こ
の
修
母
致
子
説
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
の
説
が
形
成
さ
れ
た
背
景
や
そ
の
後

の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

讖
緯
の
火
徳
堯
後
説
・
孔
為
赤
制
説 

 

讖
緯
は
哀
帝
・
平
帝
の
頃
に
発
す
と
言
わ
れ(

5)

、
ま
た
光
武
帝
期
に
校
訂
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
ら(

6)

、
大
ま
か
に
は
前
漢
末
か
ら
後
漢
初
頃
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
讖
緯
が
こ
の
時
期
に
果
た
し
た
大
き
な
役
割
が
、
漢
朝
の
正
統
性
を
、

新
し
い
理
論
に
よ
っ
て
支
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

漢
王
朝
を
復
興
し
た
光
武
帝
は
、
讖
緯
に
傾
倒
し
、
大
い
に
流
行
さ
せ
た
人
物
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
兄
伯
升
が
健
在
で
あ
っ
た
頃
か
ら
「
劉
秀
當
爲
天
子
」
と
い
う
讖
文

を
耳
に
し(

7)

、
即
位
に
当
た
っ
て
は
「
四
七
之
際
、
火
爲
主
」
と
い
う
『
赤
伏
符
』
が

届
け
ら
れ(

8)

、
讖
緯
を
意
識
し
な
が
ら
天
下
を
取
っ
た
。
ま
た
、
即
位
の
後
も
讖
緯
を

天
下
に
宣
布
し
、
讖
緯
を
批
判
す
る
学
者
を
叱
責
・
冷
遇
し
た
。
そ
し
て
、
讖
緯
の
流
行

は
光
武
帝
一
代
の
み
に
は
留
ま
ら
ず
、
以
後
の
皇
帝
も
讖
緯
を
重
ん
じ
、
讖
緯
に
基
づ
い

て
礼
制
の
変
更
が
図
ら
れ
た
り
、
讖
緯
に
沿
っ
て
経
説
が
整
理
さ
れ
た
り
し
た(

9)

。 
 

こ
の
よ
う
に
讖
緯
が
歴
代
皇
帝
に
支
持
さ
れ
続
け
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
続
け
た
一
つ
の

原
因
は
、
讖
緯
の
中
に
、
漢
の
火
徳
・
堯
後
を
述
べ
る
明
文
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る(

10)

。

そ
し
て
、
讖
緯
の
文
言
は
雑
然
と
し
て
い
て
内
容
が
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が(

11)

、

漢
朝
の
徳
運
に
関
し
て
は
、
火
徳
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
火
徳
説
を
主
張
す
る

た
め
に
意
図
的
に
造
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と(

12)

、
た
と
え
土
徳
説
等
が
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
れ
ら
が
校
定
の
際
に
削
除
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る(

13)

。
こ

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
火
徳
堯
後
を
説
く
際
に
最
も
使

い
や
す
い
典
拠
で
あ
り
、
旧
来
の
経
書
・
経
説
よ
り
も
遥
か
に
、
当
時
の
正
統
論
の
要
望
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を
満
た
し
た
。 

孔
為
赤
制
説
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
同
様
に
、
讖
緯
に
よ
っ
て
明
文
が
提
供
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、『
尚
書
考
霊
耀
』
や
『
春
秋
感
精
符
』
に
は
「
孔
子
爲
赤
制
、
故
作
春
秋
」、

「
墨
孔
生
、
爲
赤
制
」
等
の
文
言
が
見
え
る(

14)

。
こ
れ
ら
は
、
水
徳
の
孔
子
が(

15)

、

火
徳
の
漢
朝
の
た
め
に
『
春
秋
』
を
制
作
し
た
、
つ
ま
り
孔
子
が
漢
朝
を
予
見
し
、
そ
の

正
統
性
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
後
漢
期
に
於
い
て
、
火
徳
・
堯
後
・
孔
為
赤
制
の
三
者
が
一
体
と
な

っ
て
漢
朝
の
正
統
論
を
構
成
し
、
讖
緯
が
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
。
当
時
、
讖
緯
の
文
辞
が

漢
王
朝
の
正
統
を
裏
付
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
讖
緯
の
内
容
が

正
し
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ
こ
に
予
言
さ
れ
て
い
る
漢
王
朝
の
実
在
に
よ
っ
て
説
得

力
を
持
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
讖
緯
が
聖
典
と
見
な
さ
れ
て
流
行
し

た
の
は
、
そ
の
内
容
が
、
当
時
「
真
実
」（
も
し
く
は
「
真
実
で
あ
る
べ
き
こ
と
」
）
と
見

な
さ
れ
て
い
た
漢
朝
正
統
論
に
合
致
し
て
い
た
、
つ
ま
り
「
正
し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
だ
っ
た
の
だ
。 

王
莽
の
た
め
の
記
述
が
削
除
さ
れ
た
よ
う
に
、
讖
緯
で
あ
れ
ば
即
ち
聖
典
で
あ
っ
た
の

で
は
な
く
、
「
真
実
」
に
合
致
し
な
け
れ
ば
、
讖
緯
の
文
辞
と
雖
も
聖
典
の
地
位
を
剥
奪

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
讖
緯
で
も
経
書
で
も
な
い
経
説
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、

当
時
の
「
真
実
」
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
正
し
さ
」
を
公
認
さ
せ
る
こ
と
は
困

難
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

公
羊
学
者
に
よ
る
獲
麟
解
釈 

 

鄭
玄
が
「
公
羊
善
於
讖
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に(

16)

、
公
羊
学
と
讖
緯
説
と
は
相
性

が
良
い(

17)

。
孔
為
赤
制
も
、
そ
も
そ
も
は
公
羊
の
孔
子
素
王
説
か
ら
発
展
し
た
も
の
で

あ
り
、『
公
羊
伝
』（
哀
公
十
四
年
）
に
見
え
る
「
制
春
秋
之
義
、
以
俟
後
聖
」
と
い
う
文

言
と
親
和
す
る
。
更
に
、
何
休
『
春
秋
公
羊
解
詁
』
で
は
、
哀
公
十
四
年
の
獲
麟
の
記
事

に
対
す
る
注
で
、
讖
緯
を
多
用
し
て
孔
為
赤
制
説
を
説
い
て
い
る
。 

 

得
麟
之
後
、
天
下
血
書
魯
端
門
曰
、
趨
作
法
、
孔
聖
沒
、
周
姬
亡
、
彗

東
出
、
秦
政
起
、
胡
破
術
、
書
記
㪚
、
孔
不
絶
。
子
夏
明
日
徃
視
之
、

血
書
飛
爲
赤
鳥
、
化
爲
白
書
、
署
曰
演
孔
圖
。
中
有
作
圗
、
制
法
之
状
。

孔
子
仰
推
天
命
、
俯
察
時
變
、
却
觀
未
来
、
豫
觧
無
窮
、
知
漢
當
繼
大

亂
之
後
。
故
作
撥
亂
之
法
、
以
授
之
。 

獲
麟
の
後
、
天
か
ら
血
で
書
か
れ
た
文
字
が
魯
の
端
門
に
降
っ
て
来
て
、
そ
こ
に
は

「
法
を
速
や
か
に
制
定
せ
よ
。
ま
も
な
く
聖
人
孔
丘
は
没
し
、
姫
姓
周
室
は
滅
ぶ
。

故
に
彗
星
が
東
に
現
れ
た(

18)

。
秦
王
政
が
勃
興
し
、
胡
亥
が
帝
王
の
道
を
破
壊
す

る
。
聖
典
は
散
り
散
り
に
な
る
が
、
孔
子
の
教
え
は
断
絶
し
な
い
」
と
書
い
て
あ
っ

た
。
子
夏
が
翌
日
行
っ
て
見
る
と
、
血
書
は
空
に
舞
い
上
が
っ
て
赤
鳥
と
な
り
、
変

化
し
て
白
い
文
字
と
な
り
、
「
演
孔
図
」
と
い
う
題
名
が
書
か
れ
て
い
た(

19)

。
そ

の
中
に
は
図
が
あ
り
、
法
制
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
た
。
孔
子
は
天
を
仰
い
で
命
運

を
察
し
、
地
を
眺
め
て
時
の
変
化
を
悟
り
、
更
に
未
来
を
見
て
遥
か
先
の
こ
と
を
予

知
し
、
漢
室
が
大
乱
の
後
に
王
者
を
継
ぐ
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
混
乱
を
治
め
る

法
を
著
し(

20)

、
授
け
た
の
で
あ
る
。 

 

夫
子
素
案
圗
録
、
知
庶
姓
劉
季
、
當
代
周
。
見
薪
采
者
獲
麟
、
知
為
其

出
。
何
者
。
麟
者
木
精
、
薪
采
者
庶
人
、
燃
火
之
意
。
此
赤
帝
、
将
代

周
、
居
其
位
。
故
麟
、
爲
薪
采
者
所
執
。
西
狩
獲
之
者
、
從
東
方
、
王

於
西
也
。
東
卯
、
西
金
象
也
。
言
獲
者
、
兵
戈
文
也
。
言
、
漢
姓
卯
金

刀
、
以
兵
得
天
下
。 

夫
子
は
も
と
も
と
図
讖
を
読
ん
で
、
庶
人
の
劉
季
が
周
に
代
わ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た(

21)

。
そ
し
て
、
薪
取
り
が
麟
を
獲
た
の
を
見
て
、
そ
の
前
兆
で
あ
る
こ
と
を
悟
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っ
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
麟
は
木
の
精
で
あ
り(

22)

、
薪
取

り
は
庶
人
で
あ
り
、
火
を
燃
や
す
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
赤
帝
が
周
に
代

わ
っ
て
王
位
に
即
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
麟
が
薪
取
り
に
捕
ら
え

ら
れ
た
の
だ
。
西
へ
狩
り
に
行
っ
て
獲
た
と
い
う
の
は
、
東
か
ら
興
隆
し
て
西
で
王

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
東
は
十
二
支
で
は
卯
で
あ
り
、
西
は
五
行
で

は
金
を
示
す
。
獲
と
い
う
の
は
、
兵
器
を
意
味
す
る
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漢
の
姓

が
「
卯
金
刀
」（「
劉
」
）
で
あ
り
、
兵
事
に
よ
っ
て
天
下
を
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
「
麟
＝
木
精
＝
周
」
「
薪
采
＝[

庶
民
・
火]

＝
漢
」
で
あ
り
、
孔
子

は
図
讖
に
よ
っ
て
「
西
狩
獲
麟
」
を
周
漢
交
代
の
前
兆
で
あ
る
と
悟
り
、
来
た
る
べ
き
漢

朝
の
た
め
に
『
春
秋
』
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
獲
麟
解
釈
は
何
休
の
独
創
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
遅
く
と
も
後
漢
中
期
に

は
公
羊
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
以
下
、
許
慎
『
五
経
異
義
』
に
引
か
れ

た
議
論
を
示
す
。 

 

公
羊
説
、
哀
十
四
年
獲
麟
、
此
受
命
之
瑞
、
周
亡
失
天
下
之
異
。 

公
羊
学
の
説
に
「
哀
公
十
四
年
の
獲
麟
は
、
受
命
の
瑞
祥
で
あ
る
が
、
周
が
天
下
を

失
う
こ
と
に
つ
い
て
の
異
変
で
も
あ
る
」
と
言
う
。(

23) 

  
 

公
羊
説
云
、
麟
者
木
精
、
一
角
赤
目
、
爲
火
候
。 

公
羊
学
の
説
に
「
麟
は
木
精
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
角
で
目
が
赤
い
た
め
、
火
の
徴

で
も
あ
る
」
と
言
う
。(

24) 

 

「
麟
＝
木
精
＝
周
」
と
考
え
、
獲
麟
が
火
徳
劉
氏
の
受
命
と
周
の
滅
亡
を
示
し
て
い
る
と

解
釈
す
る
主
旨
は
、
何
注
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
何
休
の
よ
う
に
「
薪
采
＝
火
＝

漢
」
と
は
し
て
い
な
い
が
、
麟
の
目
が
赤
い
と
い
う
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
や
は
り
獲

麟
に
火
徳
の
瑞
祥
と
い
う
意
味
を
付
与
し
て
い
る
。
や
や
強
引
な
が
ら
も
、
公
羊
学
は
こ

の
よ
う
に
讖
緯
と
密
接
に
結
び
付
き
な
が
ら
、
経
典
の
文
言
に
よ
っ
て
孔
為
赤
制
説
を
導

き
出
し
、
漢
朝
の
正
統
性
（
及
び
『
公
羊
伝
』
が
漢
朝
の
正
統
性
を
導
き
出
せ
る
こ
と
）

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。 

 

修
母
致
子
説
の
内
容
と
根
拠 

 

こ
の
よ
う
な
公
羊
説
に
対
し
て
、
左
氏
学
側
は
、
次
の
よ
う
な
説
を
唱
え
た
。 

 

左
氏
説
、
麟
是
中
央
、
軒
轅
大
角
獸
。
孔
子
脩
春
秋
者
、
禮
脩
以
致
其

子
、
故
麟
來
、
爲
孔
子
瑞
。 

左
氏
学
の
説
で
は
「
麟
は
中
央
に
属
す
、
軒
轅
大
角
の
獣
で
あ
る
。
孔
子
が
『
春
秋
』

を
修
め
た
の
で
、
礼
が
修
め
ら
れ
る
こ
と
で
そ
の
子
を
至
ら
せ
、
そ
の
た
め
に
麟
が

現
れ
、
孔
子
に
つ
い
て
の
瑞
祥
を
な
し
た
」
と
言
う
。(

25) 

 

説
左
氏
者
云
、
麟
生
於
火
、
而
遊
於
土
、
中
央
軒
轅
大
角
之
獸
。
孔
子

作
春
秋
、
春
秋
者
禮
也
。
脩
火
德
以
致
其
子
、
故
麟
來
而
爲
孔
子
瑞
也
。 

『
左
伝
』
を
説
く
者
は
、
「
麟
は
火
か
ら
生
ま
れ
て
、
土
に
移
る
、
中
央
軒
轅
大
角

の
獣
で
あ
る
。
孔
子
が
『
春
秋
』
を
作
り
、
『
春
秋
』
は
礼
に
当
た
る
。
火
徳
を
修

め
て
そ
の
子
を
至
ら
せ
、
そ
の
た
め
に
麟
が
現
れ
、
孔
子
に
つ
い
て
の
瑞
祥
を
な
し

た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。(

26) 

 

五
常
の
礼
は
、
五
行
で
は
火
に
当
た
る
。
ま
た
、
方
位
の
中
央
は
、
五
行
の
土
に
当
た
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
左
氏
説
は
、「
『
春
秋
』
編
纂
（
礼
、
火
）
」
が
「
麟
（
中
央
土
）」
を
至
ら

せ
た
、
と
い
う
論
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
五
行
相
生
の
原
理
で
母
に
当
た
る
火
が
修
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め
ら
れ
る
と
そ
の
子
に
当
た
る
土
が
現
れ
る
と
い
う
、
修
母
致
子
説
で
あ
る
。 

 
『
春
秋
』
編
纂
（
＝
火
） 

 
 

 

↓
（
火
生
土
） 

麟
の
出
現
（
＝
土
） 

 

こ
の
左
氏
説
は
、
明
言
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
麟
を
土
に
配
当
し
な
が
ら
も
、
「
修
母

致
子
」
と
い
う
複
雑
な
論
法
を
経
る
こ
と
で
『
春
秋
』
編
纂
を
火
徳
に
関
連
付
け
て
お
り
、

や
は
り
孔
為
赤
制
説
へ
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。 

も
し
麟
を
土
に
配
当
し
つ
つ
『
春
秋
』
へ
の
応
徴
と
見
な
す
だ
け
で
あ
れ
ば
、『
春
秋
』

を
土
に
配
当
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る(

27)
。
あ
る
い
は
、
陳
欽
の
よ
う
に
麟
・『
春
秋
』

を
両
方
と
も
金
に
配
当
す
る
と
い
う
手
段
も
あ
る(
28)
。
い
ず
れ
も
、
帝
王
の
徳
に
対
し

て
同
類
の
事
物
が
応
じ
る
と
い
う
、
シ
ン
プ
ル
な
瑞
祥
説
で
処
理
で
き
、
修
母
致
子
の
よ

う
な
や
や
こ
し
い
説
明
を
せ
ず
に
済
む
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
な
か
っ
た

の
は
、
『
春
秋
』
を
火
徳
漢
朝
に
結
び
付
け
、
公
羊
・
讖
緯
の
説
に
対
抗
す
る
意
図
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

な
お
、
親
に
当
た
る
も
の
を
修
め
る
こ
と
で
子
に
当
た
る
応
徴
が
至
る
と
い
う
修
母
致

子
の
論
理
は
、
『
左
伝
』
に
明
証
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
孔
穎
達
等
に
よ
る
と
、
修

母
致
子
の
根
拠
は
『
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
の
「
水
官
弃
矣
、
故
龍
不
生
得
（
水
官
が

修
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
故
に
龍
が
生
き
た
ま
ま
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
）
」
に
見
出
さ

れ
る
と
い
う(

29)

。 

龍
は
左
氏
説
で
は
木
に
配
当
さ
れ
る
（
後
述
）
。
そ
し
て
、
水
官
が
修
め
ら
れ
て
い
な

い
た
め
に
龍
が
至
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
裏
を
返
せ
ば
、
龍
が
至
る
の
は
水
官
が

修
め
ら
れ
た
が
故
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
『
左
氏
伝
』
の
記
述
か
ら
、
水
官
（
水
＝
母
）

が
修
め
ら
れ
る
こ
と
で
龍
（
木
＝
子
）
が
至
る
と
い
う
論
理
、
す
な
わ
ち
修
母
致
子
の
構

図
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
修
母
致
子
の
理
論
的
根
拠
は
、
『
左
伝
』
の
文
言
に
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
立
論
の
根
拠
が
得
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
『
左
伝
』
を
明
証
と
す
る
こ
と
で
、
左
氏

学
な
ら
で
は
の
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

賈
逵
と
の
関
係
に
つ
い
て 

誰
が
修
母
致
子
説
を
作
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
明
ら

か
で
は
な
い
。『
春
秋
左
伝
正
義
』（
哀
公
十
四
年
疏
）
は
、
こ
の
説
を
唱
え
た
者
と
し
て

「
賈
逵
・
服
虔
・
潁
容
」
を
挙
げ
る
。 

 

賈
逵
・
服
虔
・
潁
容
等
皆
以
爲
、
孔
子
自
衛
反
魯
、
考
正
禮
樂
、
脩
春

秋
、
約
以
周
禮
。
三
年
文
成
、
致
麟
。
麟
感
而
至
。
取
龍
爲
水
物
、
故

以
爲
脩
母
致
子
之
應
。 

賈
逵
・
服
虔
・
潁
容
等
は
、
い
ず
れ
も
「
孔
子
が
衛
よ
り
魯
に
帰
り
、
礼
・
楽

を
研
究
し
て
正
し
、『
春
秋
』
を
編
纂
し
、
周
の
礼
に
則
っ
て
ま
と
め
た
。
三
年

に
し
て
完
成
し
、
そ
し
て
麟
を
至
ら
せ
た
。
麟
が
感
応
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
」

と
言
う
。（
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年
の
）「
龍
爲
水
物
」
に
基
づ
い
て
、
修
母
致

子
の
応
じ
方
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
う
ち
、
服
虔
・
潁
容
は
『
五
経
異
義
』
よ
り
も
後
の
人
物
で
あ
る
の
で
、
修
母
致
子

説
を
立
て
た
の
で
は
な
く
、
継
承
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
残
る
賈
逵

に
つ
い
て
も
、
孔
疏
の
「
取
龍
爲
水
物
、
故
以
爲
脩
母
致
子
之
應
」
と
い
う
説
明
が
、
賈

逵
の
説
に
元
々
含
ま
れ
て
い
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
た
め
（
服
虔
・
潁
容
の
頃
に
な
っ
て

付
加
さ
れ
た
内
容
か
も
し
れ
な
い
）
、
こ
の
資
料
で
は
、
修
母
致
子
説
の
提
唱
者
で
あ
る

か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
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た
だ
、
賈
逵
が
修
母
致
子
説
に
非
常
に
親
和
す
る
学
説
を
唱
え
て
い
た
こ
と
は
確
認
で

き
、
修
母
致
子
説
の
成
立
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

賈
逵
の
春
秋
説
と
修
母
致
子
説
と
の
間
に
は
、
以
下
の
類
似
点
を
見
出
せ
る
。 

 

・「
『
春
秋
』
編
纂
―
→
獲
麟
」
と
い
う
順
序
が
共
通
す
る
。『
史
記
』『
春
秋
繁
露
』『
説

苑
』
そ
し
て
讖
緯
は
い
ず
れ
も
、
獲
麟
の
後
に
『
春
秋
』
編
纂
が
な
さ
れ
た
と
考
え

て
い
る(

30)

。
後
の
杜
預
も
、
「
獲
麟
―
→
『
春
秋
』
編
纂
」
と
考
え
て
お
り
、
麟

が
『
春
秋
』
完
成
に
対
す
る
応
徴
と
見
な
す
説
を
非
難
し
て
い
る(

31)

。
一
方
、
賈

逵
は
「
三
年
文
成
、
致
麟
」
と
し
て
お
り
、
『
春
秋
』
の
完
成
が
麟
を
至
ら
せ
た
と

考
え
る
。
こ
の
時
間
的
順
序
は
、
修
母
致
子
説
の
前
提
と
謂
え
よ
う
。 

 

・
賈
逵
は
、『
春
秋
』
制
作
を
「
立
素
王
之
法
」
と
見
な
す(

32)

。『
春
秋
』
を
素
王
の

法
と
す
る
の
は
公
羊
学
の
説
で
あ
る
が
、
修
母
致
子
説
の
前
提
で
も
あ
る
。『
春
秋
』

を
次
の
王
者
の
た
め
の
法
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
獲
麟
を
漢
朝
と
結
び
付
け
る

解
釈
が
成
り
立
つ
。 

 

・
賈
逵
は
、
火
徳
・
堯
後
と
い
う
漢
王
朝
の
正
統
を
裏
付
け
る
事
柄
に
つ
い
て
、
讖
緯

を
用
い
ず
、
『
左
氏
伝
』
一
書
に
よ
っ
て
十
分
な
根
拠
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
主
張

し
た
（
後
述
）
。
修
母
致
子
説
も
、
ま
た
、『
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
九
年
の
文
を
明
証

と
し
、
讖
緯
を
用
い
ず
に
、
孔
為
赤
制
説
と
い
う
漢
朝
正
統
論
に
整
合
す
る
解
釈
を

導
き
出
し
て
い
る
（
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
修
母
致
子
説
に
よ
っ
て
、
賈
逵
の
火
徳

説
が
補
完
さ
れ
、
左
氏
説
の
漢
朝
正
統
論
が
完
成
さ
れ
た
と
も
謂
え
る
）。 

  
 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
修
母
致
子
説
は
、
賈
逵
も
し
く
は
賈
逵
と
関
係
の
深
い
者
に
よ
る

説
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
賈
逵
の
弟
子
許
慎
の
手
に
成
る
『
五
経
異
義
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
賈
逵
・
許
慎
と
同
時
期
、
後
漢
中
期
頃
に
唱
え
ら
れ
た
と
推
測
で
き

る
。 賈

逵
は
、
後
漢
前
半
期
の
人
で
あ
る
。
父
の
賈
徽
は
劉
歆
か
ら
『
左
伝
』『
国
語
』『
周

礼
』
を
学
び
、
他
に
も
『
古
文
尚
書
』
や
毛
詩
を
修
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
英
才
教
育
を

受
け
た
賈
逵
も
、
や
は
り
古
文
学
者
と
な
っ
た
。
白
虎
観
会
議
に
参
加
し
た
際
に
章
帝
に

認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
上
奏
が
評
価
さ
れ
て
、
『
左
伝
』
を
教
授
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、『
左
伝
』
・『
国
語
』
の
注
釈
等
、
多
く
の
著
作
を
な
し
、『
左
伝
』
や
『
毛

詩
』・『
周
礼
』
と
い
っ
た
古
文
学
の
興
隆
に
寄
与
し
た(

33)

。 

范
曄
に
よ
れ
ば
、
賈
逵
が
こ
の
よ
う
に
活
躍
し
、
『
左
伝
』
を
顕
彰
し
得
た
の
は
、
他

の
左
氏
学
者
よ
り
も
「
能
附
會
文
致
」
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
賈
逵
は
建

初
元
年
の
上
奏
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

五
經
家
皆
無
以
證
圖
讖
明
劉
氏
爲
堯
後
者
、
而
左
氏
獨
有
明
文
。
五
經

家
皆
言
顓
頊
代
黄
帝
、
而
堯
不
得
爲
火
德
。
左
氏
以
爲
少
昊
代
黄
帝
、

即
圖
讖
所
謂
帝
宣
也
。
如
令
堯
不
得
爲
火
、
則
漢
不
得
爲
赤
。
其
所
發

明
、
補
益
實
多
。 

五
経
の
学
で
は
、
劉
氏
が
堯
の
後
で
あ
る
と
い
う
、
讖
緯
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
『
左
氏
伝
』
に
は
そ
の
明
文
が
ご
ざ
い
ま

す
。
五
経
の
学
で
は
み
な
顓
頊
が
黄
帝
に
代
わ
っ
て
即
位
し
た
と
言
い
ま
す
が
、
そ

れ
で
は
堯
が
火
徳
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
『
左
氏
伝
』
で
は
少
昊
が
黄
帝
に

代
わ
っ
た
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
讖
緯
で
「
帝
宣
」
と
云
う
人
物
の
こ
と
で
す
。
も

し
堯
が
火
徳
と
な
り
え
な
か
っ
た
ら
、
漢
も
火
徳
で
は
あ
り
え
な
く
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、『
左
氏
伝
』
が
明
ら
か
に
し
、
補
う
こ
と
は
誠
に
多
い
の
で
す
。(

34) 
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こ
こ
で
は
、
『
左
氏
伝
』
に
よ
っ
て
、
火
徳
説
・
堯
後
説
の
根
拠
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
ま
ず
、
『
左
氏
伝
』
の
記
述
を
繋
ぎ
合
わ
せ
れ
ば
「
帝
堯
陶
唐
氏
―
→
御

龍
氏
―
→
豕
韋
氏
―
→
唐
杜
氏
―
→
范
氏
―
→
劉
氏
」
と
い
う
系
譜
と
な
り(

35)

、
帝
堯

か
ら
劉
氏
に
至
る
血
縁
関
係
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
五
行
相

生
の
王
朝
交
代
モ
デ
ル
で
堯
と
漢
の
二
者
を
火
徳
と
見
な
す
た
め
に
は
、
黄
帝
の
次
の
代

に
少
昊
氏
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
が
（
前
章
第
二
節
を
参
照
）
、
そ
れ
も
『
左
氏
伝
』
に

明
文
が
見
出
せ
る
と
言
う(

36)
。
そ
し
て
、
賈
逵
は
こ
の
上
奏
に
よ
り
、
『
左
氏
伝
』
及

び
自
ら
の
地
位
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。 

た
だ
し
、
こ
れ
を
以
っ
て
直
ち
に
賈
逵
を
讖
緯
に
立
脚
・
傾
倒
し
た
人
間
と
断
ず
る
べ

き
で
は
な
い
。
こ
の
上
奏
文
は
、
『
左
氏
伝
』
が
讖
緯
に
一
致
す
る
、
と
い
う
口
調
で
宣

伝
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
堯
後
・
火
徳
の
根
拠
が
『
左
氏
伝
』
一
書
に
全
て
見
出
せ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
王
朝
公
認
の
正
統
観
で
あ
る
堯
後
説
・
火
徳
説
に
明

証
を
提
供
す
る
こ
と
で
讖
緯
は
興
隆
し
た
が
、
『
左
氏
伝
』
も
同
じ
役
割
を
果
た
し
得
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
讖
緯
に
取
っ
て
代
わ
る
余
地
を
も
残
し
て
い
る
。 

 

賈
逵
は
、
讖
緯
の
内
容
の
矛
盾
を
述
べ
立
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
う(
37)

。
暦
論
で

も
、
讖
緯
の
中
で
賛
同
で
き
る
文
言
を
引
く
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
事
実
と
乖
離

す
る
部
分
に
対
し
て
は
迎
合
し
な
い
態
度
を
顕
わ
に
し
て
い
る(

38)

。 

こ
こ
に
引
い
た
上
奏
文
で
も
、『
左
氏
伝
』
が
讖
緯
と
合
致
す
る
こ
と
よ
り
も
、『
左
氏

伝
』
の
み
で
堯
後
・
火
徳
を
導
き
出
せ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
左

氏
伝
』
の
正
し
さ
を
示
す
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
賈
逵
に
と
っ

て
は
、
堯
後
・
火
徳
が
「
真
実
」（
も
し
く
は
「
真
実
で
あ
る
べ
き
こ
と
」
）
で
あ
り
、
そ

れ
が
第
一
に
優
先
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
讖
緯
と
の
符
合
を
示
す
文
言
を
散
り
ば
め
つ
つ
、

堯
後
・
火
徳
に
適
う
『
左
伝
』
の
優
秀
さ
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。 

 

賈
逵
が
『
左
伝
』
に
よ
っ
て
堯
後
・
火
徳
を
導
き
出
し
た
よ
う
に
、
修
母
致
子
説
も
『
左

伝
』
の
明
文
を
根
拠
と
し
て
、
孔
為
赤
制
と
符
合
す
る
獲
麟
解
釈
を
実
現
さ
せ
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
当
時
に
於
い
て
「
真
実
」
と
さ
れ
た
漢
朝
正
統
論
を
優
先
し

た
経
説
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
修
母
致
子
説
は
、
『
春
秋
』
編
纂
の
後
に
獲
麟
が
起
き
た
と
し
、
麟
を
五
行
の

土
に
配
当
す
る
点
で
、
木
や
火
に
配
当
す
る
讖
緯
と
は
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
文

等
の
分
野
で
四
霊
獣
に
つ
い
て
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
配
当
を
反
映
し
て
お
り
（
後

述
）、
讖
緯
の
文
言
を
絶
対
視
し
な
い
賈
逵
の
姿
勢
と
共
通
す
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
、
賈
逵
も
し
く
は
賈
逵
と
同
時
期
で
関
係
の
深
い
左
氏
学

者
が
、
こ
の
修
母
致
子
説
を
立
て
た
と
考
え
る
。 

 

五
霊
獣
に
つ
い
て 

 

鄒
衍
以
来
の
五
徳
終
始
説
で
は
、
瑞
祥
と
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
人
物
・
業
績
は
、
五

行
で
は
い
ず
れ
も
同
じ
行
に
配
当
さ
れ
る
と
い
う
「
当
方
来
応
」
が
、
一
般
的
な
認
識
で

あ
っ
た
。
文
帝
・
武
帝
期
の
徳
運
論
争
も
、
水
徳
や
土
徳
の
瑞
祥
の
有
無
が
、
大
き
な
論

点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
引
の
公
羊
説
が
、『
公
羊
伝
』
の
明
文
に
よ
っ
て
麟
を
「
木
精
」

と
言
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
赤
目
」
と
い
う
出
所
不
明
の
論
拠
を
加
え
る
こ
と
で
麟
を
「
火

候
」
に
し
た
の
も
、
「
当
方
来
応
」
に
よ
っ
て
『
春
秋
』
を
赤
徳
漢
朝
に
結
び
つ
け
る
た

め
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
「
当
方
来
応
」
に
従
っ
た
場
合
、
麟
を
土
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
出

現
を
引
き
起
こ
し
た
『
春
秋
』
編
纂
も
土
に
配
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
孔
為
赤
制
説
と
矛
盾
し
、
公
羊
説
に
対
抗
で
き
な
い
。
そ
こ
で
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九

年
の
文
等
を
使
い
な
が
ら
ひ
ね
り
出
さ
れ
た
の
が
、
修
母
致
子
説
で
あ
っ
た
。 

そ
れ
な
ら
ば
、
始
め
か
ら
麟
を
火
に
配
当
さ
せ
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
何
故
、
麟
を
土
に
配
当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

麟
の
配
当
に
つ
い
て
、
や
は
り
『
五
経
異
義
』
が
議
論
し
て
い
る
。 
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公
羊
説
、
麟
木
精
。
左
氏
説
、
麟
中
央
、
軒
轅
大
角
之
獸
。
陳
欽
説
、

麟
是
西
方
毛
蟲
。
許
慎
謹
按
、
禮
運
云
、
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
。
龍
、

東
方
也
。
虎
、
西
方
也
。
鳳
、
南
方
也
。
龜
、
北
方
也
。
麟
、
中
央
也
。 

公
羊
の
学
説
に
「
麟
は
木
精
で
あ
る
」
と
言
う
。
左
氏
の
学
説
で
は
「
麟
は
中
央
で
、

軒
轅
大
角
の
獣
で
あ
る
」
と
言
う
。
ま
た
陳
欽
は
「
麟
は
西
方
の
毛
の
動
物
に
あ
た

る
」
と
言
う
。
私
許
慎
は
僭
越
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
礼
運
に
「
麟
・
鳳
・

亀
・
龍
を
〝
四
霊
〟
と
言
う
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
に
、
龍
は
東
方
で
、
虎
は

西
方
、
鳳
は
南
方
、
亀
は
北
方
、
麟
は
中
央
に
あ
た
る
。(

39) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
氏
学
の
説
で
は
、
麟
を
中
央
土
に
配
当
し
て
い
た
と
い
う
。
た
だ
、

こ
こ
で
許
慎
が
『
礼
記
』
礼
運
の
「
麟
鳳
龜
龍
、
謂
之
四
靈
」
を
引
い
て
お
い
て
、
龍
・

虎
・
鳳
・
亀
・
麟
の
五
つ
を
挙
げ
る
の
は
、
論
理
と
し
て
は
少
々
お
か
し
い(

40)

。
そ
し

て
、
礼
運
に
加
え
て
、
月
令
や
『
大
戴
礼
記
』
の
記
載
を
踏
ま
え
れ
ば
、
陳
欽
の
よ
う
に

麟
を
西
方
金
に
配
当
す
る
の
が
、
経
学
の
理
屈
と
し
て
完
結
し
て
い
る
だ
ろ
う(

41)

。 

し
か
し
、
四
霊
獣
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
麟
で
は
な
く
虎
を
西
方
金
獣
と
見
な
す
説
は
、

古
来
有
力
で
あ
る
。
例
え
ば
、
天
文
で
は
、
西
方
の
参
宿
や
西
宮
全
体
の
精
を
白
虎
と
す

る(

42)

。
ま
た
、『
礼
記
』
曲
礼
は
、
行
軍
の
際
に
掲
げ
る
旌
旗
に
つ
い
て
、「
行
、
前
朱

鳥
而
後
玄
武
、
左
青
龍
而
右
白
虎
」
と
言
っ
て
い
る
（
南
を
前
に
し
た
場
合
、
北
が
玄
武
、

東
が
青
龍
、
西
が
白
虎
と
な
る
）。
更
に
、
墳
墓
の
吉
凶
を
巡
る
論
で
も
、『
呉
越
春
秋
』

で
は
白
虎
を
金
精
の
化
身
と
し(

43)

、
少
し
時
代
は
下
る
が
管
輅
も
玄
武
や
朱
雀
な
ど
と

共
に
白
虎
に
つ
い
て
言
及
す
る(

44)

。 

礼
運
篇
で
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
許
慎
が
虎
を
四
霊
に
加
え
て
西
方
に

配
当
す
る
こ
と
で
、
麟
を
中
央
に
配
す
る
左
氏
説
に
賛
同
し
た
の
は
、
当
時
の
四
霊
獣
に

つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
方
を
反
映
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
龍
・
鳳
・
虎
・

亀
を
そ
れ
ぞ
れ
東
（
木
）
・
南
（
火
）
・
西
（
金
）
・
北
（
水
）
に
当
て
る
と
い
う
、
天
文

な
ど
に
於
い
て
採
ら
れ
て
い
る
配
当
を
踏
ま
え
た
上
で
、
麟
・
鳳
・
亀
・
龍
を
「
四
霊
」

と
す
る
礼
運
篇
を
解
釈
し
た
た
め
に
、
西
（
金
）
に
虎
が
当
て
ら
れ
る
一
方
で
麟
が
余
り
、

そ
れ
を
中
央
（
土
）
に
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う(

45)

。 
 

す
な
わ
ち
、
左
氏
学
は
、
西
（
金
）
に
虎
を
当
て
る
従
来
の
四
霊
説
を
損
な
わ
ず
、
か

つ
『
春
秋
』
編
纂
を
火
徳
漢
朝
と
関
連
付
け
る
孔
為
赤
制
説
と
も
符
合
さ
せ
る
た
め
に
、

「
『
春
秋
』
（
火
）
―
→
麟
（
土
）
」
と
い
う
獲
麟
解
釈
（
修
母
致
子
説
）
を
編
み
出
し
た

の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
後
の
展
開 

 

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
修
母
致
子
説
は
、
天
文
等
の
四
霊
獣
説
を
保
ち
つ
つ
礼
運
の

「
四
霊
」
と
も
符
合
さ
せ
、
か
つ
漢
朝
の
火
徳
を
『
春
秋
』（
特
に
『
左
伝
』）
に
よ
っ
て

裏
付
け
る
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
要
素
と
関
連
し
て
生
み
出
さ
れ

た
こ
の
論
理
は
、
そ
の
後
も
ま
た
、
様
々
な
説
と
関
連
し
、
展
開
し
て
行
っ
た
。 

『
毛
詩
正
義
』
は
、
『
毛
氏
詁
訓
伝
』
の
「
麟
信
而
應
禮
」
（
周
南 

麟
之
址
注
）
、
「
騶

虞
、
義
獸
也
。
白
虎
黒
文
、
不
食
生
物
。
有
至
信
之
徳
、
則
應
之
」（
召
南 

騶
虞
注
）、「
鳳

皇
靈
鳥
、
仁
瑞
也
」
（
大
雅 

生
民
之
什 

巻
阿
注
）
に
つ
い
て
、
修
母
致
子
説
に
基
づ
く

解
釈
を
示
し
て
い
る
。 

 

言
信
而
應
礼
、
則
與
左
氏
説
同
、
以
爲
脩
母
致
子
也
…
…(

中
略)

…
…
騶

虞
傳
云
、
有
至
信
之
德
則
應
之
、
是
與
左
傳
説
同
也
。 

「
（
麟
が
）
信
に
し
て
礼
に
応
ず
」
と
言
う
の
は
、
左
氏
説
と
同
じ
く
、
修
母
致
子

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
…
…(

中
略)

…
…
「
騶
虞
」
の
毛
伝
に
「
至
信
の

徳
有
れ
ば
則
ち
之
に
応
ず
」
と
言
う
の
は
、
左
氏
説
と
同
じ
で
あ
る
。(

46)  
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言
仁
瑞
者
、
五
行
傳
及
左
氏
説
皆
云
、
貌
恭
體
仁
則
鳳
皇
翔
、
言
行
仁

德
而
致
此
瑞
。
毛
此
意
、
用
臣
之
仁
以
致
南
方
鳳
…
…(

中
略)

…
…
以
用

臣
所
致
者
、
皆
脩
母
致
子
應
也
。 

「（
鳳
凰
が
）
仁
の
瑞
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
、『
五
行
伝
』
及
び
左
氏
の
学
説
で
「
容

貌
が
恭
し
く
仁
を
行
え
ば
、
鳳
凰
が
翔
ぶ
」
と
云
う
も
の
で
、
つ
ま
り
仁
徳
を
行
え

ば
そ
の
瑞
祥
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
毛
伝
の
こ
の
言
葉
は
、
臣
下
の

用
い
方
が
仁
で
あ
れ
ば
南
方
に
当
た
る
鳳
を
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…

…(

中
略)

…
…
臣
下
を
用
い
る
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
修
母
致

子
に
則
っ
た
応
瑞
で
あ
る(

47)
。(
48) 

 

す
な
わ
ち
、
「
礼
（
火
）
―
→
麟
（
土
）
」
「
信
（
土
）
―
→
騶
虞
（
白
虎
、
金
）
」
「
恭
・

仁
（
木
）
―
→
鳳
凰
（
火
）
」
と
い
う
構
図
で
、
毛
伝
の
字
句
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 こ

の
よ
う
に
毛
伝
解
釈
に
修
母
致
子
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
正
確
な
時
期
は
、

不
明
で
あ
る
。
修
母
致
子
の
説
が
見
ら
れ
る
最
初
の
文
献
で
あ
る
『
五
経
異
義
』
に
は
騶

虞
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
り
、
毛
伝
の
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
修
母
致
子

説
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い(

49)

。
修
母
致
子
に
基
づ
く
毛
伝
解
釈
は
、
許
慎
当
時
で
は
ま

だ
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

許
慎
よ
り
や
や
下
り
、
後
漢
末
の
蔡
邕
に
な
る
と
、
修
母
致
子
説
に
よ
っ
て
毛
伝
を
解

釈
す
る
例
が
見
出
せ
る
。
班
固
「
典
引
」
に
「
擾
緇
文
皓
質
於
郊
」
と
い
う
句
が
あ
り(

50)

、

こ
こ
で
の
「
緇
文
皓
質
（
黒
い
模
様
に
白
い
下
地
の
動
物
）
」
と
い
う
の
は
、
毛
伝
「
騶

虞
、
義
獸
也
。
白
虎
黒
文
」
に
基
づ
い
て
騶
虞
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
蔡
邕
は
、
「
思
睿
信
立
、
則
白
虎
擾
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
五
事

の
思
、
五
常
の
信
は
い
ず
れ
も
五
行
の
土
に
当
た
り
、
そ
れ
が
五
行
の
金
に
当
た
る
白
虎

（
騶
虞
）
を
な
つ
か
せ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
修
母
致
子
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
蔡
邕
の
頃
ま
で
に
は
、
『
毛
詩
正
義
』
に
見
え
る
よ
う
な
、
修
母
致
子
に

基
づ
い
て
毛
伝
を
解
釈
す
る
言
説
が
現
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

蔡
邕
に
よ
る
「
典
引
」
注
に
は
、
更
に
、
「
貌
恭
體
仁
、
則
鳳
凰
來
儀
」
「
視
明
禮
脩
、

則
麒
麟
來
應
」「
聽
德
知
正
、
則
黄
龍
見
」
と
説
か
れ
、
つ
ま
り
「
貌
・
仁
（
木
）
―
→ 

鳳

凰
（
火
）
」
「
視
・
礼
（
火
）
―
→ 

麒
麟
（
土
）
」
「
聴
・
知
（
水
）
―
→ 

龍
（
木
）
」
と

い
う
内
容
が
見
え
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
麒
麟
・
龍
の
修
母
致
子
は
左
氏
の
学
説
で
あ
り
、

蔡
邕
は
こ
れ
を
毛
伝
の
騶
虞
・
鳳
凰
・
麒
麟
の
解
釈
に
応
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

許
慎
か
ら
蔡
邕
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
修
母
致
子
は
毛
伝
解
釈
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
毛
伝
の
明
文
に
よ
っ
て
麟
・
龍
・
白
虎
・
鳳
凰
に
つ
い
て
述
べ
る
に
ま
で
至
っ
た

の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
同
じ
く
蔡
邕
の
手
に
成
る
『
月
令
章
句
』
で
は
、
こ
れ
に
「
神
亀
」（
「
玄
武
」
）

を
加
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

天
官
五
獸
、
左
蒼
龍
、
大
辰
之
貌
…
…(

中
略)

…
…
亦
龍
生
於
水
、
遊
於

木
…
…(

中
略)

…
…
修
其
母
致
其
子
、
五
行
之
情
也
。
故
貌
恭
體
仁
、
則

鳳
凰
來
儀
。
言
從
和
義
、
則
神
龜
至
。
視
明
禮
修
、
則
麒
麟
臻
。
智
聽

故
事
、
則
黄
龍
見
。
思
叡
信
立
、
則
白
虎
擾
。 

天
官
の
五
獣
の
う
ち
、
左
は
蒼
龍
で
あ
り
、
東
宮
大
辰
の
貌
で
あ
る
…
…(

中
略)

…

…
ま
た
龍
は
水
よ
り
生
じ
、
木
に
移
る
…
…(

中
略)

…
…
母
に
当
た
る
も
の
を
修
め

れ
ば
子
に
当
た
る
も
の
を
至
ら
せ
る
と
い
う
の
は
、
五
行
の
性
質
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
容
貌
が
恭
し
く
仁
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
鳳
凰
が
至
る
。
言
葉
が
従
わ
れ
義
に

適
え
ば
、
神
亀
が
至
る
。
視
が
明
ら
か
で
礼
が
修
め
ら
れ
れ
ば
、
麒
麟
が
至
る
。
故

事
を
よ
く
知
り
、
よ
く
聴
け
ば
、
黄
龍
が
現
れ
る
。
思
慮
が
賢
く
信
が
確
立
し
て
い

れ
ば
、
白
虎
が
な
つ
く
。(

51) 
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こ
こ
で
は
、
天
官
の
五
霊
獣
全
て
に
つ
い
て
の
修
母
致
子
を
説
い
て
お
り
、
五
常
五
事
と

五
霊
獣
を
全
て
備
え
た
修
母
致
子
説
を
完
成
し
て
い
る
。
ま
た
、「
貌
恭
」「
言
従
」
等
は

『
尚
書
』
洪
範
や
『
洪
範
五
行
伝
』
の
字
句
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
つ
ま
り
、『
尚
書
』

『
毛
詩
』『
春
秋
』
の
三
経
に
ま
た
が
る
五
行
説
と
謂
え
る
だ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
蔡
邕
よ
り
も
更
に
後
、
服
虔
『
春
秋
左
氏
伝
解
誼
』
に
よ
る
獲
麟
注
に
も
、

修
母
致
子
説
が
見
ら
れ
る
。 

 

夫
子
以
哀
十
一
年
自
衞
反
魯
、
而
作
春
秋
、
約
之
以
禮
、
故
有
麟
應
而

至
。 

夫
子
は
哀
公
十
一
年
に
衛
か
ら
魯
に
戻
っ
て
『
春
秋
』
を
作
っ
た
。
そ
の
際
に
、
礼

に
則
っ
て
ま
と
め
た
の
で
、
麟
が
応
じ
て
現
れ
た
。(

52) 

 

麟
中
央
土
獸
、
土
爲
信
。
信
、
禮
之
子
。
脩
其
母
致
其
子
。
視
明
禮
脩

而
麟
至
、
思
睿
信
立
而
白
虎
優
、
言
從
乂
成
而
神
龜
在
沼
、
聽
聡
知
正

則
名
川
出
龍
、
貌
恭
性
仁
則
鳳
皇
來
儀
。 

麟
は
中
央
土
の
獣
で
あ
り
、
土
は
五
常
で
は
信
に
配
当
す
る
。
信
は
礼
の
子
に
当
た

る
。
母
に
当
た
る
も
の
を
修
め
れ
ば
子
に
当
た
る
も
の
を
至
ら
せ
る
。
故
に
、
視
が

明
ら
か
で
礼
が
修
め
ら
れ
れ
ば
麟
が
至
り
、
思
慮
が
賢
く
信
が
確
立
し
て
い
れ
ば
白

虎
が
な
つ
き
、
言
葉
が
従
わ
れ
義
が
成
就
す
れ
ば
神
亀
が
沼
に
現
れ
、
よ
く
聴
く
こ

と
が
で
き
知
の
働
き
が
正
し
け
れ
ば
名
川
が
龍
を
出
し
、
貌
が
恭
し
く
人
と
な
り
が

仁
で
あ
れ
ば
鳳
が
出
現
す
る
。(

53) 

 

前
者
は
賈
逵
に
よ
る
説
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
蔡
邕
『
月
令
章
句
』
の
文

言
を
か
な
り
利
用
し
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
服
虔
は
獲
麟
の
記
事
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
も
言
う
。 

 

言
西
者
、
有
意
於
西
。
明
夫
子
有
立
言
、
立
言
之
位
在
西
方
、
故
著
於

西
也
。 

「
西
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
西
と
い
う
方
角
に
特
別
な
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

夫
子
は
（
『
春
秋
』
編
纂
に
よ
っ
て
）
言
を
立
て
た
が
、
言
を
立
て
る
と
い
う
の
は

方
位
で
は
西
方
に
当
た
る
の
で
、
そ
の
故
に
麟
が
西
に
現
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
だ
。(

54) 

 

こ
れ
は
陳
欽
や
鄭
玄
の
「
立
言
之
説
」
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る(

55)

。
修
母

致
子
説
と
立
言
之
説
と
は
、
い
ず
れ
も
左
伝
学
者
の
説
で
は
あ
る
が
、
学
統
を
異
に
し
て

お
り(

56)

、
内
容
と
し
て
も
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
両
者
を
服
虔
は
、
麟
自
体
を

土
に
配
当
し
て
お
い
て
、「
西
狩
獲
麟
」「
西
狩
於
大
野
」
の
「
西
」
と
い
う
字
に
基
づ
い

て
獲
麟
に
金
を
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
の
衝
突
を
避
け
つ
つ
取
り
込
ん
だ
の
で

あ
る
。 

し
か
し
、
こ
う
な
る
と
、
『
春
秋
』
編
纂
は
、
火
だ
け
で
は
な
く
、
金
に
も
配
当
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
『
春
秋
』
を
火
徳
漢
へ
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
意

識
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
服
虔
は
、
礼
（
火
）
が
修
ま
っ
た
か
ら
そ
の
子
に
当
た
る

信
（
土
）
の
獣
を
至
ら
せ
た
と
い
う
先
師
の
説
を
祖
述
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や

孔
為
赤
制
を
説
明
す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
よ
り
は
、
単
に
五
行
の
理
法
の
一
種
と
し
て

し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 -------------------- 
 

皮
錫
瑞
は
、
「
漢
經
學
所
以
盛
、
即
謂
聖
經
為
漢
制
作
、
故
得
人
主
尊
崇
」
と
言
う
。

こ
れ
は
、
後
漢
の
経
学
に
対
す
る
的
確
な
指
摘
と
謂
え
よ
う
。
経
学
は
王
朝
の
た
め
に
マ

ジ
カ
ル
な
権
威
付
け
を
用
意
し
、
王
朝
は
そ
の
よ
う
な
経
学
を
顕
彰
し
た
。 
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修
母
致
子
説
は
、
賈
逵
・
許
慎
の
頃
（
白
虎
観
会
議
が
催
さ
れ
、
『
五
経
異
義
』
が
執

筆
さ
れ
る
等
、
左
氏
学
・
公
羊
学
が
激
し
く
主
導
権
を
争
っ
て
い
た
時
代
）
に
作
り
出
さ

れ
た
五
行
説
で
あ
っ
た
。
天
文
に
於
け
る
四
霊
に
礼
運
の
四
霊
を
符
合
さ
せ
て
五
霊
と
し

た
上
で
、
ま
た
漢
朝
を
火
徳
と
す
る
新
し
い
五
徳
終
始
説
に
う
ま
く
対
応
し(

58)

、
『
左

伝
』
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
修
母
致
子
説
が
作
り
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

系
統
を
異
に
す
る
複
数
の
五
行
説
が
、
相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

後
漢
末
期
、
蔡
邕
や
服
虔
の
頃
に
な
る
と
、
『
毛
氏
詁
訓
伝
』
の
文
言
と
も
関
連
付
け

ら
れ
、
更
に
内
容
を
充
実
さ
せ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
孔
為
赤
制
説
と
し
て
の
性
格
は
薄
く

な
り
、
単
に
五
行
の
一
つ
の
原
理
と
い
う
程
度
の
意
識
に
落
ち
着
く
。
漢
朝
が
衰
退
し
て

い
た
と
い
う
時
代
背
景
に
加
え
、
『
左
伝
』
の
地
位
が
向
上
し
て
お
り
、
も
は
や
漢
朝
正

統
論
を
主
張
す
る
必
要
は
無
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
後
漢
が
滅
び
た
後
に
杜
預
が

著
し
た
『
春
秋
経
伝
集
解
』
で
は
、
麟
を
五
霊
の
一
つ
に
数
え
る
と
い
う
説
は
引
き
継
が

れ
た
も
の
の
、
『
春
秋
』
編
纂
が
麟
を
至
ら
せ
た
と
い
う
説
は
明
確
に
否
定
さ
れ
、
麟
の

出
現
・
捕
獲
は
「
非
其
時
、
虚
其
應
」
で
あ
る
と
す
る
（
『
春
秋
経
伝
集
解
』
序
）
。
つ
ま

り
、
漢
朝
の
前
兆
と
し
て
の
意
味
は
、
微
塵
も
無
い
。 

 

漢
朝
の
衰
退
と
と
も
に
孔
為
赤
制
説
は
滅
び
る
が
、
一
方
、
修
母
致
子
の
構
造
は
、
単

な
る
五
行
の
理
法
と
し
て
残
存
す
る
。
以
下
は
、『
五
行
大
義
』
論
配
気
味
の
説
で
あ
る
。 

 

養
生
經
云
、
肝
色
青
、
宜
食
醎
、
稻
米
・
牛
肉
・
棗
。
心
色
赤
、
宜
食

(

酢)[

酸]  (

59)

、
犬
肉
・
李
。
肺
色
白
、
宜
食
甘
、
麥
・
羊
肉
・
杏
。
脾

色
黄
、
宜
食
苦
、
大
豆
・
豕
肉
・
粟
。
腎
色
黑
、
宜
食
辛
、
黍
・
雞
肉
。

此
五
食
、
皆
以
所
生
能
養
其
子
也
。 

『
黄
帝
養
生
経
』
で
は
「
肝
臓
の
色
は
青
な
の
で
、
塩
味
、
米
・
牛
肉
・
棗
を
食
べ

る
と
良
い
。
心
臓
の
色
は
赤
な
の
で
、
酸
味
、
犬
肉
・
李
を
食
べ
る
と
良
い
。
肺
の

色
は
白
な
の
で
、
甘
味
、
麦
・
羊
肉
・
杏
を
食
べ
る
と
良
い
。
脾
臓
の
色
は
黄
色
な

の
で
、
苦
味
、
大
豆
・
豚
肉
・
粟
を
食
べ
る
と
良
い
。
腎
臓
の
色
は
黒
な
の
で
、
辛

味
、
黍
・
鶏
・
肉
を
食
べ
る
と
良
い
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
五
食
は
、
い
ず
れ
も
五
行

に
分
類
す
る
と
そ
の
子
に
当
た
る
臓
器
を
養
う
も
の
で
あ
る
。 

 

五
行
説
の
思
考
が
分
野
を
越
え
て
共
有
さ
れ
、
本
来
の
立
説
の
意
図
と
関
係
し
な
い
形
で

活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
一
つ
の
例
と
謂
え
る
だ
ろ
う
。 

 

※
本
節
は
、
拙
稿
「
修
母
致
子
説
の
成
立
と
そ
の
変
容
」（『
中
国
―
―
社
会
と
文
化
』
第

二
十
六
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 


